
国
民
健
康
保
険
税

市県民税・国民健康保険税・介護保険料が決定しました

納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で
す

　

世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
（
以

下
、
国
保
）
に
加
入
し
て
い
な
く
て

も
、
同
じ
世
帯
に
加
入
者
が
い
る
場

合
は
、
そ
の
世
帯
主
が
納
税
義
務
者

と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
世
帯
主

を
擬
制
世
帯
主
と
い
い
ま
す
。

　

擬
制
世
帯
主
の
世
帯
の
場
合
、
世

帯
主
の
所
得
等
は
国
民
健
康
保
険
税

の
算
定
に
含
め
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

軽
減
判
定
を
す
る
際
に
は
、
そ
の
所

得
を
含
め
て
計
算
を
行
い
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

創
設
に
伴
う
経
過
制
度

　

国
保
に
加
入
し
て
い
て
も
、
75
歳

に
な
る
と
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ

移
り
ま
す
。
国
保
に
加
入
し
て
い
た

人
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移

行
す
る
場
合
、
国
保
税
の
軽
減
措
置

が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
際
、
国
保
税
の
負
担
が

急
に
増
え
な
い
よ
う
に
一
定
期
間
、

次
の
措
置
が
あ
り
ま
す
。

①
国
保
税
の
軽
減
（
７
・
５
・
２
割

減
額
）
所
得
を
計
算
す
る
と
き
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
っ
た
人
も

含
め
て
判
定
を
行
い
ま
す
。
世
帯
構

成
や
所
得
が
変
わ
ら
な
い
場
合
、
こ

れ
ま
で
と
同
じ
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

②
国
保
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
移
っ
た
こ
と
に
よ
り
国
保
世
帯
が

単
身
世
帯
と
な
っ
た
場
合
、
移
行
後

５
年
目
ま
で
平
等
割
が
半
額
に
軽
減

さ
れ
ま
す
。
６
年
目
か
ら
８
年
目
ま

で
は
、
平
等
割
が
４
分
の
３
に
軽
減

さ
れ
ま
す
。

③
社
会
保
険
な
ど
の
被
保
険
者
が
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
そ
の
被
扶
養
者
で
国
保
加

入
の
時
点
で
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の

人
（
旧
被
扶
養
者
）
が
国
保
に
加
入

す
る
場
合
に
は
、
次
の
減
免
が
あ
り

ま
す
。こ
の
場
合
は
申
請
が
必
要
で
す
。

・
旧
被
扶
養
者
に
係
る
所
得
割
が
課

税
さ
れ
ま
せ
ん
。

・
旧
被
扶
養
者
に
係
る
均
等
割
が
半

額
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
５

割
７
割
軽
減
世
帯
に
該
当
す
る
場
合

は
、
そ
の
軽
減
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

・
加
入
者
が
旧
被
扶
養
者
の
み
の
場

合
は
、
平
等
割
が
半
額
に
軽
減
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
５
割
７
割
軽
減
世

帯
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
軽
減

が
優
先
さ
れ
ま
す
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】
資
格
喪

失
証
明
書
、
印
鑑

納
付
方
法
は
二
通
り

▼
特
別
徴
収

　

支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら
国
民
健
康

保
険
税
を
差
し
引
い
て
納
め
て
い
た

だ
く
方
法
で
す
。
世
帯
主
が
国
保
に

加
入
し
て
お
り
、
次
の
す
べ
て
に
当

て
は
ま
る
場
合
が
対
象
で
す
。

・
国
保
加
入
者
全
員
が
65
歳
以
上
75

歳
未
満
で
あ
る
場
合
。

・
世
帯
主
が
年
額
18
万
円
以
上
の
年

金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
。

・
世
帯
主
が
介
護
保
険
料
の
特
別
徴

収
対
象
者
で
、
世
帯
主
の
介
護
保
険

料
と
国
保
税
の
合
計
額
が
年
金
支
給

額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い
場
合
。

※
年
度
途
中
で
65
歳
、
75
歳
に
な
る

場
合
は
、
普
通
徴
収
に
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

※
特
別
徴
収
に
該
当
す
る
人

問い合わせ
課税について　　税務課市民税係　（電話２３-３０４０）
納税について　　税務課収納係　　（電話２３-３０４３）
資格について　　保険年金課　　　（電話２３-３０８７）

で
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
希
望

す
る
世
帯
主
は
、
申
し
出
に
よ
り
変

更
で
き
ま
す
。

▼
普
通
徴
収

　

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付

し
て
い
た
だ
く
方
法
で
す
。

広報やすぎ　2016年７月

▲国民健康保険税は、健診な
どの予防事業の財源にもなり
ます。（写真はイメージです）

平成 28年度普通徴収・特別徴収の納付月

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

普通
徴収 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

特別
徴収 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
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市
県
民
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現

在
に
住
所
の
あ
る
自
治
体
に
納
め
て

い
た
だ
く
税
金
で
す
。

　

安
来
市
で
は
、
事
業
所
な
ど
か
ら

提
出
さ
れ
た
給
与
支
払
報
告
書
や
、

本
年
２
～
３
月
に
申
告
い
た
だ
い
た

内
容
を
も
と
に
、
平
成
28
年
度
の
税

額
を
決
定
し
て
い
ま
す
。

◎
平
成
28
年
度
の
主
な
改
正
点

○
「
ふ
る
さ
と
納
税
」
制
度
に
係
る

寄
付
金
税
額
控
除
額
の
拡
充

　

自
治
体
に
対
す
る
寄
付
金
（
ふ
る

さ
と
納
税
）の
特
例
控
除
限
度
額
が
、

住
民
税
所
得
割
額
の
10
％
か
ら
20
％

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

▽
平
成
27
年
度
以
前
（
平
成
26
年
12

月
31
日
以
前
に
寄
附
し
た
場
合
）

：
所
得
割
額
の
10
％

▽
平
成
28
年
度
以
後
（
平
成
27
年
１

月
１
日
以
後
に
寄
附
し
た
場
合
）　 

：
所
得
割
額
の
20
％

○
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度

の
見
直
し

　

４
月
１
日
現
在
で
65
歳
以
上
の
公

的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
お
り
、
年
金

所
得
に
係
る
市
県
民
税
が
課
税
と
な

市
県
民
税

介
護
保
険
料

る
人
に
つ
い
て
は
、
公
的
年
金
か
ら

の
引
き
落
と
し
（
年
金
特
別
徴
収
）

に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
額

の
算
出
方
法
が
、
平
成
28
年
10
月
以

降
、
下
表
の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま

す
。

※
特
別
徴
収
：
税
金
を
年
金
な
ど
か

ら
あ
ら
か
じ
め
引
き
去
り
を
し
て
徴

収
す
る
こ
と
。

問
い
合
わ
せ
：
税
務
課
市
民
税
係

（
電
話
23
―

３
０
４
０
）
へ

　

平
成
28
年
度
の
介
護
保
険
料
が
決

定
し
、
６
月
中
旬
に
今
年
度
の
介
護

保
険
料
決
定
通
知
書
を
発
送
し
て
い

ま
す
。
保
険
料
の
基
準
額
は
前
年
度

と
同
額
で
す
。

　

納
付
方
法
は
、
特
別
徴
収
（
年
金

か
ら
の
引
き
去
り
）
ま
た
は
普
通
徴

収
（
納
付
書
に
よ
る
納
付
、
口
座
振

替
）
の
い
ず
れ
か
で
す
。

　

普
通
徴
収
の
人
は
年
10
期
に
分
け

て
お
支
払
い
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

な
お
、
特
別
徴
収
の
人
に
は
、
10

月
以
降
の
年
金
か
ら
の
引
き
去
り
額

が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。（
４
～
８

月
分
引
き
去
り
額
は
４
月
に
お
知
ら

せ
し
て
い
ま
す
。）

　

詳
し
く
は
通
知
書
に
同
封
の
「
見

方
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
：
介
護
保
険
課

（
電
話
23
ー

３
２
９
３
）
へ

広報やすぎ　2016年７月

仮徴収 本徴収

4月 6月 8月 10 月 12 月 ２月

現行

前年度分の本徴収税
額÷３
（2月分年金引き去
り額と同じ額）

（年税額－仮徴収税
額）÷ 3

改正
（前年度分の年金所
得に係る年税額÷
２）÷３

（年税額－仮徴収税

額）÷ 3

介護保険料の年額
所得段階 　　保険料（年額）

第 1段階 26,880 円（注）

第 2段階 47,040 円

第 3段階 50,400 円

第 4段階 60,480 円

第 5段階（基準額） 67,200 円

第 6段階 80,640 円

第 7段階 84,000 円

第 8段階 87,360 円

第 9段階 90,720 円

第 10 段階 100,800 円

第 11 段階 114,240 円

（注）低所得者対策として昨年度より所得
段階の第１段階の保険料を 30,240 円から
26,880 円へ減額しています
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